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　県では、勤労者が安定した生活を送れるよう、低利の生活資金融資を行っています。

　県労政雇用課では、県内の民間労働組合（中小企業８９組合、大企業１０５組合）を対象に ｢年末一時金要求・妥結状況調査」を実施
しました。最終結果の概要は次のとおりです。

注１）数値は、加重平均（組合員１人当たりの平均）で算出している。　注２）組合数が３以下の場合は、X 表示とする。
※詳しくは、ホームページをご覧下さい。　http://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/rosei/h29/nenmatu2.html

年末一時金要求・妥結状況最終結果　−産業別の状況(全体平均)−

平成29年年末一時金要求・妥結状況調査最終集計結果

　山梨県勤労者福祉資金融資制度　

働き方改革推進企業支援事業のお知らせ

◇対 象 者　県内に居住し、従業員３００人未満の中小企業に１年以上雇用されている方など
◇資 金 使 途　医療、慶弔、教育、住宅補修、災害、その他の資金
◇金 利　年１．３７％（別途保証料が必要）※Ｈ３０年度から１．３３％予定
◇融資限度額　１００万円
◇返 済 期 間　５年以内

２０１8 年 春号
№６６9

○ やまなしシニア世代就労推進協議会
　　　　　　　　　　～シニア世代の人材活用～   ２

○ 「無期転換ルール」～平成３０年４月から
　 無期労働契約への転換申込みが本格化します！ 　 ３

○ 「婚活応援企業」を募集しています   ４

○ スマートフォンアプリ
　 「労働条件(ＲＪ)パトロール！」が提供されています 　 ５

○ 能力開発セミナーのご案内
　　　　　(平成３０年３月～５月開講分)  　　　 ６

分　類　等
要 求 状 況 妥 結 状 況

組合数 額 ( 円） 月数 組合数 額 ( 円） 月数

鉱業、採石業、砂利採取業・建設業 4 791,589 2.53 4 722,414 2.35

製造業 52 762,793 2.52 51 743,645 2.44

電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0.00 0 0 0.00

情報通信業 4 697,336 2.25 4 756,813 2.48

運輸業 9 882,765 3.21 9 732,168 2.70

卸売業、小売業 14 596,709 2.32 14 474,059 1.85

金融業、保険業、不動産業 5 696,743 2.24 5 660,004 2.12

サービス業、その他 25 560,284 2.06 23 518,063 1.90

合　計 113 727,833 2.49 110 684,732 2.33

詳細は右記のお問い合わせ先までお電話ください。　【山梨県産業労働部労政雇用課】０５５－２２３－１５６１

　県内の企業等における長時間労働の是正などの働き方改革を推進するため、働き方改革アドバイザーや専門家が企業等を訪問し、働き
方改革に向けた取組を支援しています。

働き方改革アドバイザーや社会保険労務士などの専門家の派遣を希望する企業の方はご連絡ください。

● 働き方改革アドバイザー
　働き方改革アドバイザーが企業等を訪問し、働き方・休み方等に関する現状分析を行い、

課題解決に向けた改革プランを提案します。

● 専門家の派遣
　社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家が、長時間労働の是正や従業員の職場定着

率の向上、無期転換ルールへの対応などの企業取組を無料で支援（原則２回）します。

◇ 問い合わせ　　県労政雇用課　TEL ０５５－２２３－１５６１



前　　期

受検申請受付 平成３0年4月　4日から4月１7日まで

実技試験期間 平成３0年6月　5日から9月　9日まで

学科試験日 平成３0年7月１5日※、8月１9・２6・２9日、9月２日
※金属熱処理を除く 3 級職種が対象

合 格 発 表 平成３0年8月３１日※、9月２8日

前　期

造園、鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、仕上げ、ダイカスト、電

子機器組立て、電気機器組立て、建設機械整備、家具製作、建具製作、石材施工、プラスチック成形、とび、

左官、タイル張り、畳製作、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、貴金属装身具製作、表装、

塗装、フラワー装飾、路面標示施工、その他

後　期

さく井、金型製作、工場板金、金属ばね製造、機械検査、半導体製品製造、時計修理、プリント配線板製造、

空気圧装置組立て、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造、石材施工、パン製造、電気機器

組立て、建築大工、かわらぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤

注入施工、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図、電気製図、印章彫刻、塗装、電子回路接続、

その他　※後期のみ特級実施
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やまなしシニア世代就労推進協議会  ～シニア世代の人材活用～

平成30年度技能検定（前期）のお知らせ

山梨県の全ての最低賃金が発効しました

　やまなしシニア世代就労推進協議会では、厚生労働省の生涯現役促進地域連携事業の委託を受けて、能力や経験を活かし、年齢にかか

わりなく働くことができる生涯現役社会の実現のため、シニア世代の就業機会を拡大するための事業を実施しています。

　シニア世代の採用のための啓発やシニア世代に適した仕事の開拓のため、企業開拓員が県内企業を訪問していますので、シニア世代の

人材活用などのご相談がありましたら、協議会の事務局までご連絡ください。

　技能検定は「職業能力開発促進法」にもとづいて、受検者の皆さんのもつ技能を一定の基準によって検定し、その技能の程度を、特級

から３級及び単一等級に区分して公証する国家検定制度です。

　賃金室からのお知らせ　

◎上記の実施日程および主な実施職種は予定です。

やまなしシニア世代就労推進協議会ホームページ
　シニア世代の就労セミナーや合同就職説明会、企業向けの雇用推

進セミナーなどの開催状況や平成３０年４月開設予定の人材バンク

等の最新情報については、協議会のホームページでご案内します。

実 施 日 程

主な実施職種

■ ホームページ
https://www.yamanashisenior.jp/

問い合わせ　　やまなしシニア世代就労推進協議会　TEL ０５５– ２２３–１７７７

お問い合わせ先　　県産業人材育成課　TEL055–223–1566  FAX055–223–1560

お問い合せは、山梨労働局賃金室（☎ 055–225–2854）まで

時間額 効力発生日

山梨県最低賃金
山梨県内で働く常用・臨時・パートなど全ての労
働者に適用されます。但し、下記の２業種は該当
する特定最低賃金が適用されます。

７８４円 平成２９年１０月１４日

特 定 最 低 賃 金

電子部品 ･ デバイス ･ 電子回路､ 電気機械器具､
情報通信機械器具製造業 ８６９円 平成２９年１２月２７日

自動車・同附属品製造業 ８７５円 平成２９年１２月１５日



事業主区分
法定雇用率

現　行 平成３０年４月１日以降

民間企業 ２.0％ ２.２％

国、地方公共団体等 ２.３％ ２.５％

都道府県等の教育委員会 ２.２％ ２.４％
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「生産性向上支援訓練」のご案内
　生産性向上人材育成支援センターでは、新人層から管理者層まで、幅広い階層を対象に、企業における生産性の向上に必要な生産管理、

品質管理、原価管理、物流、ＩｏＴ、組織マネジメント、マーケティング等に関する知識やスキルを習得できる研修（生産性向上支援訓練）

を実施しています。

　「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者

を雇用する義務があります。

　平成３０年４月１日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇

用率も変わります。

※今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45. 5人以上に変わります。

法定雇用率が、平成30年４月１日から以下のように変わります

お問い合わせ先　　山梨労働局職業安定部職業対策課　☎０５５－２２５－２８５８

　有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、
期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。通算５年の
カウントは平成２５年４月１日以降に開始した有期労働契約が対象です。

（労働契約法第１８条：平成２５年４月１日施行）

くわしくは
無期転換ポータルサイトへ

アクセス！

※ 無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、個々の労働契約）がない限り、
直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則などの改定などが必要です。

無期転換ルールとは ?

http://muki.mhlw.go.jp/

無期転換サイト

「無期転換ルール」
～平成30年４月から無期労働契約への転換申込みが本格化します！～

平成30年４月１日から
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります

◇研 修 時 間　６～３０時間（日程配分、土日祝、夜間等ご相談に応じます）。

◇講 師　当センターが民間機関等に委託します。

◇会 場　自社会議室または外部研修施設など（ご要望に応じます）。

◇受 講 料（税別）　  ６～１１時間コース／３, ０００円

　　　　　　　　１２～１８時間コース／５, ０００円

　　　　　　　　１９～３０時間コース／６, ０００円

　　　　　　　　※人材開発支援助成金の対象となる場合があります。

◇お問い合わせ先　生産性向上人材育成支援センター（ポリテクセンター山梨 内）　担当：窪田、沓間、名取

　　　　　　　　　　ＴＥＬ ０５５ー２４２ー３０６６　　URL：http://www3.jeed.or.jp/yamanashi/
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● 婚活応援企業とは
従業員に対し、県や市町村が実施する結婚支援事業の情報提供や婚活イベント、
セミナーの実施等をしていただくことで結婚をサポートする企業等
・県が行う結婚支援に関する情報交換の場に参加できます。
・従業員を対象とした婚活イベントやセミナー等を企画する場合にアドバイスを

受けることができます。

● 応募要件
①県内に事務所又は事業所等を有する企業等
②企業等の名称・所在地（市町村名）を県のホームページ等で公開することに同意した企業等
※宗教法人（団体）及び政治団体並びに結婚相談、お見合い、出会い及び結婚の斡旋等を業とするものを除きます。
※詳細は公式ホームページ「婚活やまなし」を参照ください。（http://www.pref.yamanashi.jp/kekkon-portal/）

● 問い合わせ
県民生活・男女参画課　TEL 055-223-1350　 FAX 055-223-1320

『婚活応援企業』を募集しています 
　山梨県では、結婚を希望する従業員を応援する企業等を『婚活応援企業』として募集しています。

燃料電池関連製品開発人材養成講座　受講企業募集

事務所移転のお知らせ

　燃料電池関連製品の開発に必要な知識や技術を習得する機会を提供し、今後成長が見込まれる燃料電池関連産業への参入に取り組み易

い環境を整備する目的に、県が山梨大学に委託して開設する「燃料電池関連製品開発人材養成講座」の受講企業を募集します。

　このたび、下記に事務所を移転いたしますのでご案内申し上げ

ます。移転先における業務開始日は、平成３０年５月７日（月）

となります。なお、５月２日（水）は、移転作業のため業務を休

止させていただきますので予めご了承願います。

独立行政法人労働者健康安全機構
山梨産業保健総合支援センター

 新住所
〒４００-００４７
山梨県甲府市徳行５丁目１６５４
山梨県医師会館２階

 電　話  ０５５– ２２０– ７０２０（代）
 ＦＡＸ  ０５５– ２２０– ７０２１
 メールアドレス   yamanashi@yamanashis.johas.go.jp
 ホームページ   http://www.yamanashis.johas.go.jp/

◇募 集 期 間	 平成３０年３月５日（月）～４月６日（金）（予定）

◇受 講 期 間 平成３０年４月中旬～平成３１年２月上旬（計４０日間）

 原則毎週木曜日の１８時～２１時（計１２０時間）

◇講 義 場 所 山梨大学 燃料電池ナノ材料研究センター ほか

◇応募方法等  応募申込書に必要事項を記入の上、郵送（必着）、または、持参してください。
 詳細は県庁ホームページでご確認ください。

◇申し込み・問い合わせ先　山梨大学 水素・燃料電池技術支援室　ＴＥＬ ０５５–２５４–７０９８

◇注 意 事 項  本事業の募集は、山梨県の平成３０年度予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、
予算成立前に募集の手続を行うものです。本事業の実施は、平成３０年度予算の成立が前提であり、
今後、内容等が変更・中止になることもありますので、あらかじめご了承ください。
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　厚生労働省において、学生や就労経験の浅い若者等が、労働条件に関する法律の知識につい
て、クイズを通して学習することができる、スマートフォンアプリ「労働条件 (ＲＪ) パトロー
ル！」が作成され、Ａpp Stｏre(iPhｏne) 及びPlayストア (Ａndrｏid) にて提供されています。
このアプリには、個性豊かなキャラクターと一緒に架空の会社をパトロールして、労働環境の
問題点を見つけ出すクイズや、労働関係法令に関する情報の閲覧や労働条件に関する相談窓口
の連絡先を確認する等の機能が付与されています。

医療機器設計開発人材養成講座　受講企業募集

不育症治療費助成の申請期限が迫っています

ピロリ菌を除菌して、胃がんを予防しましょう

　医療機器の設計開発に必要な知識や技術を習得する機会を提供し、今後成長が見込まれる医療機器産業への参入に取り組み易い環境を
整備する目的に、県が山梨大学に委託して開設する「医療機器設計開発人材養成講座」の受講企業を募集します。

　県では、妊娠を継続させるために必要な、不育症治療の費用を助成しています。
　平成２９年度中に治療が終了した場合は、平成３０年３月末日までに申請していただく必要があります。

不育症や不妊症のことで疑問や悩みがございましたら、電話相談窓口「不妊（不育）専門相談センター　ルピナス」までお気軽に
ご相談ください。専門医師や心理士との面接相談もできます（要予約）。
■ 電話相談 …毎週水曜日・午後３時～７時　TEL０５５−２２３−２２１０　（面接相談の予約もこちらにお願いします）

　胃がんは日本人に多いがんであり、がん種別毎の罹患率は第２位、本県では毎年約７００人が胃がんに罹患し、約３００人が亡くなっ
ています。胃がんの約８割はヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）の感染が原因とされ、ピロリ菌の除菌により胃がんの発症リスクを３
～４割減少できるとされています。
　県では、ピロリ菌に感染している方が保険適用による除菌治療を実施した場合、医療費の自己負担額の一部を助成しています。

◇募 集 期 間	 平成３０年３月５日（月）～４月６日（金）（予定）

◇受 講 期 間 平成３０年４月中旬～平成３１年２月上旬（計４０日間）

 原則毎週火曜日の１８時～２１時（計１２０時間）

◇講 義 場 所 山梨大学 融合研究臨床応用推進センター、工学部 ほか

◇応募方法等  応募申込書に必要事項を記入の上、郵送（必着）、または、持参してください。
 詳細は県庁ホームページでご確認ください。

◇申し込み・問い合わせ先　山梨大学 融合研究臨床応用推進センター　ＴＥＬ ０５５–２７３–１２６６

◇注 意 事 項  本事業の募集は、山梨県の平成３０年度予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算
成立前に募集の手続を行うものです。本事業の実施は、平成３０年度予算の成立が前提であり、今後、
内容等が変更・中止になることもありますので、あらかじめご了承ください。

◇対 象 者	 県内在住で、平成２８年４月以降にピロリ菌の除菌治療（保険適用）を実施した２０～７４歳の方

◇申請方法 指定の申請書に住所氏名等必要な事項を記入し、必要書類を添付のうえ、郵送又は持参してください。

◇申請書類 ①申請書

 ②薬に関するもの（領収書及び調剤明細書の写し）

 ③検査に関するもの（領収書及び診療明細書の写し）

 ④申請者の住所及び生年月日がわかるものの写し（ただし、持参の場合は原本の提示）

 ⑤振込先金融機関の口座番号等がわかるものの写し（ただし、持参の場合は原本の提示）

◇申請場所  山梨県福祉保健部健康増進課がん担当（県庁本館１階）　〒４００-８５０１ 甲府市丸の内１– ６– １

◇お問合せ  健康増進課がん対策推進担当　ＴＥＬ：０５５−２２３−１４９７　ＦＡＸ：０５５−２２３−１４９９

 詳しくはホームページをご覧ください。　http://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/pylori.html

● 対象となる治療 ヘパリンを主とした不育症治療（保険適用の有無は問いません）

● 申 請 窓 口 お住まいの地域の保健所

● 問 い 合 わ せ 先 県健康増進課　ＴＥＬ０５５-２２３-１４９６　　ＦＡＸ０５５-２２３-１４９９　　中北保健所　ＴＥＬ０５５-２３７-１３８０
 中北保健所峡北支所　ＴＥＬ０５５１-２３-３０７３　　峡東保健所　ＴＥＬ０５５３-２０-２７５３
 峡南保健所　ＴＥＬ０５５６-２２-８１５５　　富士・東部保健所　ＴＥＬ０５５５-２４-９０３４

詳しくはホームページをご覧ください。　http://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/boshinanbyou/fuiku.html

スマートフォンアプリ
「労働条件（RJ）パトロール！」が提供されています
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【お問い合わせ先】
県産業人材育成課　人材育成担当　TEL: 055-223-1567

「やまなし労働」に対するご意見、ご感想をお待ちしております。

■お問い合わせ先■　山梨県産業労働部労政雇用課
TEL  055-223-1561　 FAX  055-223-1564
E-mail　rosei-koy@pref.yamanashi.lg.jp

ホームページでもご覧いただけます。
URL　http://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/index.html

　解決事例紹介
　労働者Ｘは、Z社に正社員として採用され、その後、Y社の設立に伴い転籍した。６年目の４月、Y社のＡ社長が経営難を理由

にＸに解雇予告を行い、６月に解雇した。Ｘは解雇に納得できずあっせん申請をした。

　第１回のあっせんでは、Ｘは、解雇に納得していないが、復職は求めず、不当・違法な解雇に対する経済的・精神的損害の補償

金として○○○万円の支払いをY社に求めた。Y社は、Y社とZ社の経営が一体で、Z社が赤字のため経営が非常に厳しいことか

らやむを得ずＸを解雇したと主張した。あっせん員は、Y社に対して退職金の上乗せなど金銭的な解決を検討するよう提案した。

　第２回のあっせんでは、Y社はＸに対して、解雇手続きが適切でなかった旨を謝罪するとともに、パートでの再雇用を提案したが、

Ｘは職場復帰は考えられないと金銭解決を主張した。

　第３回のあっせんで、Y社からの金額の提示を受け、あっせん員が解決金の支払いなどを内容とするあっせん案を示したところ、

双方受け入れ、解決に至った。

☆制度の詳細は、山梨県労働委員会事務局 (TEL 055-223-1827)までご相談ください。

　山梨県労働委員会では、労働者や労働組合と会社との間に、解雇や雇止め、労働条件の不利益な変更などについての紛争が生じ、自主

的解決が困難な場合に、労働委員会が間に入り、話し合いによる紛争の解決援助を行っています。

労使紛争の解決援助制度をご利用ください

※申込受付は、講座開始日の２ヵ月前からです。あらかじめ、電話等で応募状況を確
認してください。

※時間帯については、原則として＜昼：９時～１６時 /夜：１８時～２１時＞ですが、
施設・コースによって異なる場合がありますので、よくご確認ください。

※このほかの講座情報や、申込方法については、山梨県のホームページでご覧いただ
けます。

　→　http://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/81_005.html

　県立産業技術短期大学校都留キャンパス　  TEL0554-43-8911
コース名 実施月 時間帯 受講料（円）

※テキスト代別途

新任社員研修 ４月 昼 1,000
初心者のためのパソコン ４月 夜 2,100
第二種電気工事士筆記試験準備講座〔Ⅰ〕 ４月 夜 2,100
第二種電気工事士筆記試験準備講座〔Ⅱ〕 ５月 夜 2,100
シーケンス制御の基礎 ５月 夜 2,100
ウィンドウズ ５月・６月 夜 2,100

　県立就業支援センター　　  　　　　　　　TEL055-251-3210
コース名 実施月 時間帯 受講料（円）

※テキスト代別途

ファイナンシャル・プランニング入門講座 ３月 夜 2,100
ビジネスパソコン講座 ３月 夜 2,100
新入社員講座（第１回） ４月 昼 1,000
新入社員講座（第２回） ４月 昼 1,000
ワード基礎＆エクセル基礎講座 ４月 夜 2,100
第二種電気工事士試験対策講座（学科Ⅰ・Ⅱ） ５月 夜 2,100
パワーポイント基礎講座 ５月 夜 2,100
初心者のためのパソコン講座 ５月・６月 夜 2,100

　県立産業技術短期大学校塩山キャンパス　TEL0553-32-5202
コース名 実施月 時間帯 受講料（円）

※テキスト代別途

パワーポイント基礎 ３月 夜 2,100
新入社員研修 ４月 昼 1,000
コミュニケーション英会話 ４月 夜 2,100
ワード基礎（第 1回） ４月 夜 2,100
ワード応用（第 1回） ５月 夜 2,100
社会保険実務 ５月・６月 夜 2,100

　県立峡南高等技術専門校　　　　　　　TEL0556-22-3171
コース名 実施月 時間帯 受講料（円）

※テキスト代別途

ワード応用 ３月 夜 2,100
エクセル応用 ３月 夜 2,100
新入社員講座 ４月 昼 1,000
初心者のためのパソコン講座 ４月 夜 2,100
ワード基礎 ５月 夜 2,100
エクセル基礎 ５月 夜 2,100

　ポリテクセンター山梨　　　　　　　　TEL055-242-3066
コース名 実施月 時間帯 受講料（円）

※テキスト代別途

ワンチップマイコン活用技術（AVR編） ３月 昼 15,600
PLCによる自動化制御技術 ４月 昼 9,800
実践的 PLC制御技術 ４月 昼 6,800
PLCによる自動化・省力化機器の制御技術 ４月 昼 6,800
TIG 溶接実践技術（ステンレス鋼板材編） ４月・５月 昼 12,300
精密測定技術（長さ測定編） ５月 昼 6,300
旋盤の高精度加工技術 ５月 昼 13,000
旋盤実践技術（複雑形状加工編） ５月 昼 13,000
実践機械製図 ５月 昼 9,200

　本セミナーは、働く皆さんの能力開発や企業の人材育成をお手伝いするものです。職業に必要な知識や技能の向上、資格取得等を目的とし

た講座を実施しています。さらに、能力開発に関する相談も受け付けています。

能力開発セミナーのご案内平成30年3月～
平成30年5月 開講分


